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○重点整備地区一覧 

（※各地区の特定事業内容は、下記の地区別項目をクリックすることにより、各地区ページへ移動し

ます。） 

 

１． 新中野地区 

２． 中野地区 

３． 東中野・落合地区 

４． 新井薬師前地区 

５． 沼袋地区 

６． 野方地区 

７． 鷺宮地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．新中野地区・特定事業 

 

 

 

 



【新中野地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

新中野駅 
  

・階段の両側に２段手すりの設置 
東京地下鉄 

株式会社  
○ 

 
  

  

（２）道路特定事業 

生活関連経路

（A） 

① ・植樹ます周辺の舗装等の改善 

東京都 

○ 
  

  

③ 

・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以

上）の確保  
○ 

 
中野通り、杉山公園付近事業中 ・歩道の段差・勾配の改善 

 
○ 

 
・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置  
○ 

 

④ 

・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）

の確保 

中野区 

○ 
  

  

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 
 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置   
○ 

 

⑤ 

・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）

の確保   
○ 一部対応済み 

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 一部対応済み 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置   
○ 

 

生活関連経路 

（C） 

⑥ 
・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保   
○   

⑧ 
・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保   
○   



（３）交通安全特定事業 

生活関連経路

（A） 

① 

・信号機の改良（音響機能の整備

等） 東京都公安 

委員会 

 
○ 

 
一部方向整備済み：2 交差点 

・横断歩道の整備 ○ 
  

  
⑤ ・横断歩道の整備 ○ 

  
  

（４）都市公園特定事業 

追分公園 
  

・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保 中野区   
○   

  ・多機能トイレ＊の設置 
  

○   
（５）建築物特定事業 

中部すこやか   ・視覚障害者誘導用ブロック上の

玄関マットの撤去 
中野区 ○ 

  
  

福祉ｾﾝﾀｰ等   

（６）その他の事業 

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

重点整備地区一覧へ戻る 



２．中野地区・特定事業 

 
 
 
 



【中野地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

中野駅   
・西側南北自由通路の整備に併せ

た橋上駅舎の整備 
中野区 

  
○   

（２）道路特定事業 

生活関連経路

（A） 

① 

・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置 
東京都 

 
○ 

 

・中野駅の南北を結ぶ視覚障害者誘

導用ブロックは H26 年度設置対応済

み 

・中野五差路付近事業中 

② ○ 
  交差点部の横断歩道接続部等は設置

対応済み。 
③ ○ 

  
④ 

 
○ 

 
⑤ 

・歩道の段差・勾配の改善 中野区 

 
○ 

 
区画整理事業に伴い、整備 

⑥ 
  

○ 一部対応済み 

⑦ 
  

○ 一部対応済み 

⑧ 
  

○ 一部対応済み 

⑨ ○ 
  

  
⑩ ○ 

  
  

⑪ ○ 
  

  
⑫ ○ 

  
  

⑳ ○ 
  

  
㉓ 

  
○ 一部対応済み 

㉘ 
 

○ 
 

区画整理事業に伴い、整備 

 

 

 



生活関連経路

（A） 

⑤ 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置 

中野区 

 
○ 

 
区画整理事業に伴い、整備 

⑥ 
  

○ 
一部対応、中野駅周辺整備と連動 

して整備 

⑦ 
  

○ 一部対応済み 

⑧ 
  

○ 
一部対応、中野駅周辺整備と連動 

して整備 

⑨ ○ 
  

  

⑩ 
  

○   

⑪ 
  

○   

⑫ ○ 
  

  

⑳ ○ 
  

  

㉓ 
  

○   

㉘ 
 

○ 
 

区画整理事業に伴い、整備 

㉘ ・歩道の整備 
 

○ 
 

区画整理事業に伴い、整備 

生活関連経路 

（C) 

⑰ 

・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 

  
○   

㉑ ○ 
  

  
㉒ 

  
○   

㉔ 
  

○   
㉕ 

  
○   

㉖ 
  

○   
㉗ 

 
○ 

 
区画整理事業に伴い、整備 

㉙ 
  

○ 
 

㉚ 
  

○ 
 

 

 

 

 

 



（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（A) 

② 

・信号機の改良（音響機能の整備

等） 

東京都公安 

委員会 

 
○ 

 
一部方向整備済み：1 交差点 

整備済み：5 交差点 

④ 
 

○ 
 

一部方向整備済み：1 交差点 

整備済み：3 交差点 

⑨ 
 

○ 
 

整備済み：3 交差点 

① 

・横断歩道の整備 

○ 
  

  
④ ○ 

  
  

⑨ ○ 
  

  
⑳ ○ 

  
  

（４）都市公園特定事業 

※該当なし 

（５）建築物特定事業 

中野区役所 
 

・触知案内板の設置 

中野区 

○ 
  

H27 年度対応済み 

商工会館 
 

・エレベーターの改修 ○ 
  

H27 年度対応済み 
・ブロックの設置   ○  

中野体育館 
 

・筆談用具の準備とその表示の設

置   
○ 

筆談用具は対応済み 

表示は未対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）その他の事業 

中野駅西側   ・西側南北自由通路の整備 中野区 
 

○ 
 

  

中野駅北口・南

口 
  ・バス案内板の改善 バス事業者 

 
○ 

 

・南口には設置済みだが、北口は 1 系

統のみの運行のため、バス停のみへの

表示 

・停留所名・経路変更等の際に、補修

を行った 

中野駅周辺 

  ・南口駅前広場の整備 

中野区 
 

○ 
 

  
  ・西口広場の整備 

 
○ 

 
  

  ・新北口駅前広場の整備 
 

○ 
 

  

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

重点整備地区一覧へ戻る 



３．東中野・落合地区・特定事業 

 
 
 
 



【東中野・落合地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

東中野駅 

  
・内方線付き点状ブロック＊の設

置 東日本旅客 

鉄道株式会社 

  
○ H29 年度実施予定 

  
・多機能トイレ＊の点字表示の改

善   
○ 施設更新時に検討 

落合駅 

  ・エレベーターの設置 

東京地下鉄 

株式会社 

○ 
  

  
  ・多機能トイレの設置 ○ 

  
  

  ・駅出入口の誘導チャイムの改善 
 

○ 
 

  

  ・階段の両側に２段手すりの設置 
 

○ 
 

  

（２）道路特定事業 

生活関連経路 

（A） 
⑤ 

・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以

上）の確保 

中野区 

  
○ 一部対応済み 

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 一部対応済み 

・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置   
○ 

 

生活関連経路 

（B） 

④ 

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 
 

⑥ ○ 
  

  
⑦ ○ 

  
  

④ 
・視覚障害者誘導用ブロックの設

置 

  
○ 

 
⑥ 

  
○ 

 
⑦ 

  
○ 

 
 

 

 



生活関連経路 

（C) 

⑧ 

・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 
中野区 

  
○ 

 
⑨ 

  
○ 

 
⑩ 

  
○ 

 
⑪ 

  
○ 

 
⑫ 

  
○ 

 
⑬ 

  
○ 

 
⑭ 

  
○ 

 
（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（A) 

① 

・信号機の改良（音響機能の整備

等） 東京都公安 

委員会 

○ 
  

  

② 
 

○ 
 

一部方向整備済み：２交差点 

整備済み：３交差点 

③ 
  

○   
④ 

  
○   

② 
・横断歩道の整備 

○ 
  

  
④ ○ 

  
  

（４）都市公園特定事業 

桜山公園   ・多機能トイレの設置 

中野区 
  

○   

すみよし公園   
・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保   
○   

（５）建築物特定事業 

※該当なし 

 

 

 

 

 

 

 



（６）その他の事業 

東中野駅西口   ・駅前広場の整備 

中野区 

○ 
  

H27 年度対応済み 

東中野駅東口   ・バリアフリー＊化に向けた検討 
 

○ 
 

  

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

重点整備地区一覧へ戻る 



４．新井薬師前地区・特定事業 

 
 
 
 



【新井薬師前地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

新井薬師前駅 

  
・「筆談器あります」の表示の改

善 西武鉄道 

株式会社 

    ○ 
南口ウインドラッチ窓枠横に 

幅４cm 縦書きの表示１か所あり 

  
・連続立体交差事業＊に伴う駅舎

改良 
  ○     

（２）道路特定事業 

生活関連経路 

（B） 

② 

・歩道の段差・勾配の改善 

中野区 

  
○ 

 

④ 
  

○ 
駅前広場の工事と連動して 

整備を行う必要がある 

⑥ 
  

○ 
 

② 

・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置 

  
○ 

 

④ 
  

○ 
駅前広場の工事と連動して 

整備を行う必要がある 

⑥ 
  

○ 
 

生活関連経路 

（C） 

① 

・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 

○ 
   

③ 
  

○ 
 

⑤ 
  

○ 
 

⑦ 
  

○ 
 

 

 

 

 

 

 

 



（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（B） 

① 
・横断歩道の整備 

東京都公安 

委員会 

 
○ 

 
上高田５丁目西交差点で検討中 

④ ○ 
  

  

生活関連経路 

（C） 
② 

・信号機の改良（音響機能の整備

等）   
○   

・横断歩道の整備 ○ 
 

    

（４）都市公園特定事業 

上高田北公園   
・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保 中野区   
○   

新井薬師公園   ・多機能トイレ＊の設置 
  

○   
（５）建築物特定事業 

※該当なし 

（６）その他の事業 

新井薬師駅   
・交通広場の整備 中野区 

 
○ 

 
区画街路 3 号線の施工に伴い整備 

周辺   

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

 

 

 

重点整備地区一覧へ戻る 



５．沼袋地区・特定事業 

 
 
 
 



【沼袋地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

沼袋駅 
  ・連続立体交差事業＊に伴う駅舎

改良 

西武鉄道 

株式会社  
○ 

 
  

  

（２）道路特定事業 

生活関連経路 

（A） 
② 

・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以

上）の確保 

中野区 

  
○ 区画街路４号線の整備に伴い整備 

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 区画街路４号線の整備に伴い整備 

・視覚障害者誘導用ブロックの設

置   
○ 区画街路４号線の整備に伴い整備 

生活関連経路 

（B） 

④ 

・歩道の段差・勾配の改善 
  

○ 現状歩道なし、地区計画による整備 

⑤ ○ 
  

  
⑥ 

  
○   

④ 
・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置 

  
○   

⑤ 
  

○ 平和の森公園の再整備 

⑥ 
  

○   
④ ・歩道の整備 

  
○ 地区計画に伴う整備 

生活関連経路 

（C） 

③ ・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 

  
○ 

 

⑦ 
  

○ 
 

 

 

 

 

 

 



（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（A） 
⑤ 

・信号機の改良（音響機能の整備

等） 
東京都公安 

委員会 
  

○   

・横断歩道の整備 
 

○   新井４丁目 26 番付近で検討中 

（４）都市公園特定事業 

平和の森公園 

  ・多機能トイレ＊の設置 

中野区 
  

○   

  
・視覚障害者誘導用ブロックの改

善   
○   

丸山塚公園 
  

・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保 中野区   
○   

  ・多機能トイレの設置 
  

○   
（５）建築物特定事業 

障害者福祉 

会館 

  ・西側出入口に誘導チャイムの設

置 
中野区 

  
○   

  

（６）その他の事業 

沼袋駅周辺   ・交通広場の整備 中野区 
  

○ 区画街路 4 号線の施工に伴い整備  

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

 

重点整備地区一覧へ戻る 



６．野方地区・特定事業 

 
 
 
 



【野方地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

※該当なし 

（２）道路特定事業 

生活関連経路 

（A） 

① 

・視覚障害者誘導用ブロック＊の

設置 
東京都 

○ 
  

交差点部の点での設置が無い部分 

について 

② 
  

○ 
交差点部の点での設置が無い部分 

について 

③ ○ 
  

  

生活関連経路 

（C） 

④ 

・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 
中野区 

  
○ 

野方駅北側対応済み 

南側未対応 

⑤ 
  

○ 駅入り口部対応、他未対応 

⑥ 
  

○   
⑦ 

  
○   

⑧ 
  

○   
（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（A） 
① 

・横断歩道の整備 
東京都公安 

委員会 

○ 
  

  

生活関連経路 

（C） 
⑦ ○ 

  
  

（４）都市公園特定事業 

※該当なし 

（５）建築物特定事業 

野方図書館   
・出入口からエレベーターまでの

視覚障害者誘導用ブロックの設置 
中野区 

  
○ Ｈ29 年度設置予定 



（６）その他の事業 

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

重点整備地区一覧へ戻る 



７．鷺宮地区・特定事業 

 
 
 
 



【鷺宮地区・特定事業】 

整備対象 経路番号 事業内容 事業主体 
H28 事業進捗状況 

事業実施に際しての特記事項 
対応済 事業中 未対応 

（１）公共交通特定事業 

鷺ノ宮駅 

  
・北口の視覚障害者誘導用ブロッ

ク＊の改善 

西武鉄道 

株式会社 

○ 
  

H27 年度対応済み 

  
・南口の階段下に点状ブロックの

設置 
○ 

  
H27 年度対応済み 

  
・内方線付き点状ブロック＊の設

置 
○ 

  
  

  ・音声・音響案内の設置 
  

○   
  ・階段の段の視認性の確保 

  
○   

  ・階段の両側に２段手すりの設置 
  

○   

（２）道路特定事業 

生活関連経路 

（C） 
④ 

・路側帯＊のカラー化等による安

全な歩行空間の確保 
中野区 

  
○ 

 

（３）交通安全特定事業 

生活関連経路 

（A） 
① 

・信号機の改良（音響機能の整備

等） 

東京都公安 

委員会 

 
○ 

 
整備済み：１交差点 

生活関連経路 

（B） 
② 

  
○   

 
 
 
 
 
 



（４）都市公園特定事業 

双鷺公園   
・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保 

中野区 

  
○   

若山オリーブ 

公園 

  
・主要な出入口の段差の改善及び

有効幅（1.2m 以上）の確保   
○   

  ・多機能トイレ＊の設置 
  

○   
(仮)鷺宮調節池

上部多目的広

場 
  ・多目的広場の整備 ○ 

  
H27年度対応済み 

（５）建築物特定事業 

鷺宮体育館   
・筆談用具の準備とその表示の設

置 
中野区 

  
○ 

筆談用具は対応済み 

表示は未対応 

鷺宮地域包括   
・多機能トイレの設置 ○ 

  
  

支援センター   

（６）その他の事業 

地区全体 

  
・歩道等にある看板・商品等の障

害物の撤去 

中野区 

- - - 引き続き実施中 

  ・放置自転車対策の強化 - - - 引き続き実施中 

  
・自転車利用のルールとマナーに

関する広報啓発活動の実施 
- - - 引き続き実施中 

  
・職員に対する研修や教育・訓練

の実施 

中野区 

各事業者 
- - - 引き続き実施中 

区施設   ・職員の手話習得の推進 中野区 - - - 引き続き実施中 

 

重点整備地区一覧へ戻る 


